
1令和７年６月 30 日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

令和 ７ 年 ６ 月 30 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ４６ 　号）

　　　　公安委員会
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 　１

公　安　委　員　会

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 六 月 三 十 日

石 川 県 公 安 委 員 会

　石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

　 　 　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 第 一 項 の 表 三 の 項 ６ 中 ワ を ヨ と し 、 ヲ を カ と し 、 ル を ワ と し 、 ヌ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ル 　 保 健 師 、 看 護 師 又 は 准 看 護 師 の 緊 急 訪 問 （ 医 師 の 指 示 を 受 け て 行 う も の に 限 る 。 ） に 使 用 中 の 車 両

　 　 　 ヲ 　 助 産 師 の 緊 急 訪 問 に 使 用 中 の 車 両

　 第 五 条 第 一 項 の 表 五 の 項 ３ 中 「 別 記 様 式 第 一 の 五 」 を 「 別 記 様 式 第 一 の 三 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 の 三 の

６ 」 を 「 前 項 の 表 三 の 項 ６ 」 に 、 「 に よ る 通 行 禁 止 除 外 車 指 定 申 請 書 」 を 「 の 除 外 標 章 交 付 申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第

四 項 中 「 第 一 項 の 五 の ３ 」 を 「 第 一 項 の 表 五 の 項 ３ 」 に 、 「 別 記 様 式 第 一 の 四 に よ る 駐 車 禁 止 除 外 車 指 定 申 請 書 」 を

「 別 記 様 式 第 一 の 除 外 標 章 交 付 申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 別 記 様 式 第 一 の 五 の 駐 車 禁 止 ・ 時 間 制 限 駐 車 区 間 規

制 除 外 指 定 車 標 章 」 を 「 別 記 様 式 第 一 の 三 の 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 標 章 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 第 五 項 」 を 「 前 項 」

に 改 め 、 同 条 第 十 項 中 「 、 亡 失 し た 」 を 「 、 発 見 し た 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 発 見 し 、 又 は 回 復 し た 」 を 「 発 見 し

た 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 二 項 と し 、 同 条 第 九 項 中 「 前 項 各 号 」 を 「 第 八 項 各 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 一 項 と

し 、 同 条 第 八 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

９
 

　 標 章 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 標 章 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 別 記 様 式 第 一 の 四 の 除 外 標 章 記 載 事 項 変

更 届 に 記 載 事 項 の 変 更 を 証 す る 書 面 を 添 え て 、 速 や か に 公 安 委 員 会 に 届 け 出 て 、 当 該 標 章 に 変 更 に 係 る 事 項 の 記 載

を 受 け な け れ ば な ら な い 。
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　 標 章 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 標 章 を 亡 失 し 、 滅 失 し 、 汚 損 し 、 又 は 破 損 し た と き は 、 別 記 様 式 第 一 の 四 の 二 の

除 外 標 章 再 交 付 申 請 書 に よ り 公 安 委 員 会 に 標 章 の 再 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。

　 第 五 条 の 四 第 二 項 中 「 別 記 様 式 第 一 の 三 」 を 「 別 記 様 式 第 一 の 五 」 に 改 め る 。

　 第 八 条 第 一 項 第 四 号 中 「 お よ そ 不 可 能 」 を 「 困 難 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 、 「 積 卸 し で 」 を

「 積 卸 し 又 は 身 体 の 障 害 そ の 他 の 理 由 に よ り 移 動 が 困 難 な 者 の 輸 送 の た め に 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 に 後 段 と し て 次 の

よ う に 加 え る 。

　 　 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 の 駐 車 許 可 の 申 請 が 二 以 上 の 警 察 署 長 の 管 轄 に わ た る と き は 、 い ず れ か 一 の 警 察 署 長 に

当 該 申 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。

　 第 八 条 第 四 項 中 「 駐 車 禁 止 道 路 駐 車 許 可 証 及 び 別 記 様 式 第 六 の 二 の 駐 車 禁 止 道 路 駐 車 許 可 車 標 章 」 を 「 駐 車 許 可 証

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 駐 車 許 可 証 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 前 項 の 標 章 」 を 「 駐 車 許 可 証 」 に 改 め 、 同

条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

６ 　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 駐 車 許 可 証 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 別 記 様 式 第 六 の 二 の 駐 車 許

可 証 記 載 事 項 変 更 届 に 記 載 事 項 の 変 更 を 証 す る 書 面 を 添 え て 、 速 や か に 警 察 署 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

目　　　　　　　　　　　次
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７ 　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 駐 車 許 可 証 を 亡 失 し 、 滅 失 し 、 汚 損 し 、 又 は 破 損 し た と き は 、 別 記 様 式 第

六 の 三 の 駐 車 許 可 証 再 交 付 申 請 書 に よ り 警 察 署 長 に 駐 車 許 可 証 の 再 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。

８ 　 警 察 署 長 は 、 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 許 可 の 条 件 に 違 反 し た と き 、 又 は 特 別 な 事 情 が あ

る と 認 め る と き は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

　 第 十 条 の 表 県 道 向 粟 崎 安 江 町 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 沢 市 湊 二 丁 目 四 十 二 番 二 か ら 金 沢 市 高 柳 町 一 字 八 番 一 ま で

金 沢 市 高 柳 町 一 字 八 番 八 か ら 金 沢 市 高 柳 町 五 字 二 番 二 ま で

　 別 記 様 式 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。
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７ 　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 駐 車 許 可 証 を 亡 失 し 、 滅 失 し 、 汚 損 し 、 又 は 破 損 し た と き は 、 別 記 様 式 第

六 の 三 の 駐 車 許 可 証 再 交 付 申 請 書 に よ り 警 察 署 長 に 駐 車 許 可 証 の 再 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。

８ 　 警 察 署 長 は 、 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 許 可 の 条 件 に 違 反 し た と き 、 又 は 特 別 な 事 情 が あ

る と 認 め る と き は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

　 第 十 条 の 表 県 道 向 粟 崎 安 江 町 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 沢 市 湊 二 丁 目 四 十 二 番 二 か ら 金 沢 市 高 柳 町 一 字 八 番 一 ま で

金 沢 市 高 柳 町 一 字 八 番 八 か ら 金 沢 市 高 柳 町 五 字 二 番 二 ま で

　 別 記 様 式 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第１（第５条関係）

除外標章交付申請書
年　　　月　　　日　

　　　　　公安委員会　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

番 号 標 に 表 示
さ れ て い る 番 号
除 外 を 受 け よ う
と す る 期 間
除 外 を 受 け よ う
と す る 区 間

除 外 を 受 け よ う
と す る 理 由

□以下の公安委員会が定める業務に使用する

□以下の公安委員会が定める障害を持つ者が乗車する

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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　 別 記 様 式 第 一 の 四 及 び 別 記 様 式 第 一 の 五 を 削 り 、 別 記 様 式 第 一 の 三 を 別 記 様 式 第 一 の 五 と し 、 別 記 様 式 第 一 の 二 の

次 に 次 の 三 様 式 を 加 え る 。

別記様式第１の３（第５条関係）
（表）

№　　　　　　　

駐車禁止除外指定車
（　　　　　　　　使用中）

車両番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

その他、この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両

運 転 者 の 連 絡 先（ 用 務 先 ）　 別 紙 の と お り

有効期限　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　発行日　　　　年　　　月　　　日　　　　

石川県公安委員会　印　

（裏）

　注　意　事　項　 №○○○○○○　
１ 　この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用しない
こと。

※　次のような駐車はできません。
　○　駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条及び同法第75条の８）
　○　法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項）
　○　駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条）
　○　車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項）
　○　長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項）

２　この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用しないこと｡
３ 　この標章を使用する場合は、連絡先（用務先）を読みやすく記載した紙とともに車両の前面の見や
すい箇所に掲出すること。

４　現場警察官等の指示がある場合には、これに従うこと。
５　この標章を不正に使用した場合には返納を命ぜられることがある。
６　次の場合には、この標章（⑵の場合は発見した標章）を速やかに返納すること。
　⑴　有効期限が経過したとき。
　⑵　再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
　⑶　使用する必要がなくなつたとき。
□　被交付者等　住所　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　
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　 別 記 様 式 第 一 の 四 及 び 別 記 様 式 第 一 の 五 を 削 り 、 別 記 様 式 第 一 の 三 を 別 記 様 式 第 一 の 五 と し 、 別 記 様 式 第 一 の 二 の

次 に 次 の 三 様 式 を 加 え る 。

別記様式第１の３（第５条関係）
（表）

№　　　　　　　

駐車禁止除外指定車
（　　　　　　　　使用中）

車両番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

その他、この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両

運 転 者 の 連 絡 先（ 用 務 先 ）　 別 紙 の と お り

有効期限　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　発行日　　　　年　　　月　　　日　　　　

石川県公安委員会　印　

（裏）

　注　意　事　項　 №○○○○○○　
１ 　この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用しない
こと。

※　次のような駐車はできません。
　○　駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条及び同法第75条の８）
　○　法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項）
　○　駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条）
　○　車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項）
　○　長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項）

２　この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用しないこと｡
３ 　この標章を使用する場合は、連絡先（用務先）を読みやすく記載した紙とともに車両の前面の見や
すい箇所に掲出すること。
４　現場警察官等の指示がある場合には、これに従うこと。
５　この標章を不正に使用した場合には返納を命ぜられることがある。
６　次の場合には、この標章（⑵の場合は発見した標章）を速やかに返納すること。
　⑴　有効期限が経過したとき。
　⑵　再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
　⑶　使用する必要がなくなつたとき。
□　被交付者等　住所　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　
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別記様式第１の４（第５条関係）

除外標章記載事項変更届
年　　　月　　　日　

　　　　　公安委員会　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

標 章 番 号

標 章 交 付 年 月 日

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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別記様式第１の４の２（第５条関係）

除外標章再交付申請書
年　　　月　　　日　

　　　　　公安委員会　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

標 章 番 号

標 章 交 付 年 月 日

再交付申請の理由
　

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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別記様式第１の４の２（第５条関係）

除外標章再交付申請書
年　　　月　　　日　

　　　　　公安委員会　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

標 章 番 号

標 章 交 付 年 月 日

再交付申請の理由
　

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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　 別 記 様 式 第 六 及 び 別 記 様 式 第 六 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第６（第８条関係）

駐車許可申請書
年　　　月　　　日　

　　　　　警察署長　殿

 　　　　住所（所在地）

 申請者　氏名（名称）

 　　　　電話

番 号 標 に 表 示
さ れ て い る 番 号

許可を受けようと
す る 日 時 期 間

許可を受けようと
す る 場 所

許可を受けようと
す る 理 由

第　　　　号

駐　車　許　可　証

　上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。

条　件

年　　　　月　　　　日　　　　　　　

  　　　　　　　　　警　察　署　長　　　印　　　　　

備考　１　申請者は太枠内を記入すること。
　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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別記様式第６の２（第８条関係）

駐車許可証記載事項変更届
年　　　月　　　日　

　　　　　警察署長　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

許 可 証 番 号

許可証交付年月日

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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別記様式第６の２（第８条関係）

駐車許可証記載事項変更届
年　　　月　　　日　

　　　　　警察署長　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

許 可 証 番 号

許可証交付年月日

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

9令和７年６月 30 日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報
　 別 記 様 式 第 六 の 二 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

別記様式第６の３（第８条関係）

駐車許可証再交付申請書
年　　　月　　　日　

　　　　　警察署長　殿

住 所 （ 所 在 地 ）

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号
そ の 他 の 連 絡 先

許 可 証 番 号

許可証交付年月日

再交付申請の理由

備 考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 前 の 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す

る こ と が で き る 。


